
　岡崎市水を守り育む条例は、本市の

水に関する基本的施策の方向性を示す

理念条例です。この条例において、水

循環総合計画（水環境創造プラン）の策

定を義務付け、水循環推進協議会にお

いて水循環総合計画を調査審議します。
雑　則
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５つのブロックに分けて検討を行いました。

水環境の現在の特徴

水環境の様子

外来種が増えています

森林が荒れています

河川水質はよくなっています

ため池がたくさんあります

ホタルの生息する場所があります

市民団体等による環境保全活動が行われています

浸水被害が発生しています

森林・農地が減少しています

広田川広田川広田川





乙川サミットの開催

森林の整備

環境保全活動の充実

ため池まつりの実施遊歩道の整備の検討

合併処理浄化槽の設置

雨水浸透施設の設置
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乙川のホタルライン化


